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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用ドアロックであって、
　ロック機構（１，２）と開閉装置（７～１６）とを備え、
　前記開閉装置は、少なくとも一つの駆動部（７～１１及び１３，１４）と、伝達要素（
１２，１５）と、施錠爪部（１６）とを有し、
　前記駆動部（７～１１及び１３，１４）は前記伝達要素（１２，１５）を介して前記施
錠爪部（１６）に作用し、前記ロック機構（１，２）を開錠及び施錠する、前記自動車用
ドアロックにおいて、
　開錠伝達レバー（１２）を有する機械的／電気的開錠駆動部（７～１１）と、
　施錠伝達レバー（１５）を有する機械的／電気的施錠駆動部（１３，１４）と、
　前記開錠伝達レバー（１２）と前記施錠爪部（１６）との間に配置され、前記施錠爪部
（１６）と同軸上に設けられた施錠解除レバー（１８）と
　を備え、
　前記開錠伝達レバー（１２）、前記施錠伝達レバー（１５）、前記施錠爪部（１６）、
及び前記施錠解除レバー（１８）は、前記ロック機構（１，２）とともにロックケース（
６）内に収容されるものであり、
　前記開錠伝達レバー（１２）が前記施錠解除レバー（１８）に作用することより、前記
施錠解除レバー（１８）が当該レバー（１８）と同軸上に設けられた前記施錠爪部（１６
）に作用して、前記施錠爪部（１６）が前記ロック機構（１，２）の回転ラッチ（１）か
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ら係合解除されるように構成されており、
　上記構成により、前記開錠伝達レバー（１２）を有する前記開錠駆動部（７～１１）は
、前記ロック機構（１，２）の開錠機能を有するだけでなく、前記施錠伝達レバー（１５
）を介して前記施錠駆動部（１３，１４）により駆動される施錠機能を中断する、
ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記施錠解除レバー（１８）及び前記
施錠爪部（１６）は、前記施錠伝達レバー（１５）に取り付けられている、ことを特徴と
する自動車用ドアロック。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記開錠伝達レバー（１２）は
少なくとも２つのアーム、駆動アーム（１２ａ）及び作動アーム（１２ｃ）を含む、こと
を特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の自動車用ドアロックにおいて、電気的開錠駆動
部（７～９）及び機械的開錠駆動部（１０，１１）が設けられている、ことを特徴とする
自動車用ドアロック。
【請求項５】
　請求項４に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記開錠伝達レバー（１２）は、電気
的開錠駆動部（７～９）の駆動輪（８）及び／又は機械的開錠駆動部（１０，１１）のカ
プリング要素（１１）と相互作用する、ことを特徴する自動車用ドアロック。
【請求項６】
　請求項５に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記駆動輪（８）は前記開錠伝達レバ
ー（１２）に作用するカム（９）を有する、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記開錠伝達レ
バー（１２）に、機械的開錠駆動部（１０，１１）のカプリング要素（１１）に用いる連
結アーム（１２ｂ）が設けられる、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記開錠伝達レ
バー（１２）は作動要素（２１）を含み、開錠機能が行われている間、当該作動要素（２
１）により爪部（２）が前記ロック機構（１，２）の回転ラッチ（１）から係合解除され
る、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項９】
　請求項８に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記作動要素（２１）は施錠機能を中
断するように設計されている、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記作動要素（２１）は、前記
施錠爪部（１６）及び／又は前記施錠解除レバー（１８）と相互作用し、施錠機能を中断
する、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項１１】
　請求項８乃至１０のいずれか一項に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記作動要素
（２１）は作動ジャーナル（２１）として設計され、施錠機能の中断の間、当該作動要素
（２１）が前記施錠解除レバー（１８）に作用することにより、前記施錠爪部（１６）が
前記回転ラッチ（１）から係合解除され、爪部（２）が前記回転ラッチ（１）から係合解
除される、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の自動車用ドアロックにおいて、前記開錠駆動
部（７～１１）に、乗客部内で使用可能なレバー（１０）及び／又は作動用の電気的スイ
ッチ要素が設けられている、ことを特徴とする自動車用ドアロック。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車用ドアロックに関し、ロック機構と、少なくとも一つの駆動部、少なく
とも一つの伝達要素及び駆動爪部を有する開閉装置とを備えたものであり、前記駆動部は
個々の伝達要素の補助具を有し、前記駆動爪部に作用して前記ロック機構を開閉する自動
車用ドアロックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用ドアロックのデザインは、例えば独国実用新案DE 20 2008 015 789 U1に開示
されている。自動車のドアの施錠装置は通常、例えば自動車のドアを中間ロック位置から
主要ロック位置に動かすのに用いられる。この処理の間、大きな反力を通常は克服しなけ
ればならず、反力は一般的にこの処理の間、圧縮ゴムのドア用シールにより加えられる。
通常の電気的に作動する施錠装置の補助具により、当該施錠動作は非常に容易で単純なも
のとなる。
【０００３】
　さらに、一般にロック機構の開錠を確実に行う開錠装置が知られている。そのような開
錠の補助具が、例えば独国特許出願公開DE 10 2004 052 599 A1に開示されている。また
、その引例も関連する独国実用新案DE 20 2008 007 310 U1である。最も単純化した場合
、当該開錠装置又は開錠補助具は電気的駆動部を使用し、施錠ロック機構の回転式ラッチ
から爪部をリフトオフする。結果として、回転式ラッチはバネの補助具及びそれまでに係
合された締め付けボルトとともに開放され、これにより全ての自動車のドアがそれぞれ解
除される。
【０００４】
　前述の独国実用新案DE 20 2008 015 789 U1に開示されるように、施錠装置及び施錠補
助具はしばしば緊急中断と呼ばれる問題を有している。当該緊急中断は、特に施錠動作が
中断されるときに必要とされる。そのような状況の例として使用者の指又は腕が施錠され
るドアの隙間に入る場合がある。また、例えば使用者のコートがドアの隙間に入り込む場
合がある。
【０００５】
　これらの緊急中断の事例のすべてにおいて、可能であれば遅延なく確実な方法で施錠動
作は中止されなければならず、最も好ましくはドアが同時に開錠又は解放されるべきであ
る。これを目的として、独国実用新案DE 20 2008 015 789は伝達要素を有する開閉装置が
動作を止めて、施錠機構を機能させない手順を示している。この方法では、伝達要素と相
互作用する係止部が、記述された遮断の事例において、発生した遮断力の一部を当該係止
部に直接伝達することを確実にする。結果として、駆動爪部とロック機構との間に作用す
る全体の力が縮小される。
【０００６】
　一般に、駆動爪部又は施錠爪部は直接的又は間接的に回転式ラッチに作用する。回転式
ラッチがロック位置の中間にあるとすぐに、当該駆動爪部がモーターにより作動されて、
当該回転式ラッチが前記中間ロック位置から主要ロック位置に動かされる。これは当然単
なる一例にすぎないものである。
【０００７】
　実用的な応用において、ますます多くの自動車用ドアロックが使用されており、施錠補
助具及び開錠補助具が備えられている、又は備えられるべきである。一方において、これ
は高い快適性の要求のためであり、他方において、当該補助具がますます安く、既に多数
の装置が生産されており、大量生産品されているためである。しかしながら、当該自動車
用ドアロックは比較的複雑なデザインであり、特にそれらが施錠操作の緊急中断のオプシ
ョンも提供する場合には複雑なデザインとなる。本発明はこのような状況を改善すること
を目的とする。
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　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　独国特許出願公開第１０１６４４３８号明細
　　（特許文献２）　独国特許出願公開第１０２００６０２４２０３号明細
　　（特許文献３）　独国特許出願公開第１０２００８０４８７７２号明細
　　（特許文献４）　独国特許出願公開第１０２１６８４５号明細
　　（特許文献５）　欧州特許出願公開第０７４５７４６号明細書
　　（特許文献６）　独国特許出願公開第１０２００５０４８５６４号明細
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は前記自動車用ドアロックの更なる開発に関する技術的課題に基づくものであり
、構造の複雑性が全体として減少され、シナジー効果が得られるような方法に関するもの
である。
【０００９】
　この技術的課題を解決するために、本発明の自動車用ドアロックは機械的／電気的開錠
装置と、機械的／電気的施錠装置とを備え、各装置が開錠伝達レバー又は施錠伝達レバー
を有し、開錠装置内の開錠駆動部が開錠伝達レバーを有するように設計されるものであり
、ロック機構に対しての開錠機能の提供だけではなく、施錠伝達レバーに連結する施錠駆
動部により駆動される施錠機能を中断することを特徴する。
【００１０】
　前提として、本発明では施錠駆動部と開錠駆動部とを有し、開錠機能及び施錠機能の一
般的な機能が提供される。一般的に開錠機能は機械的／電気的に実行される。後者は「電
気的開錠」と呼ばれる。また施錠機能は通常電気的に実行される。
【００１１】
　これに加え、本発明では、緊急中断に関する施錠機能の中断は、開錠駆動部によって提
供される。これは、緊急中断を行うために、本発明が追加の装置又は駆動部を要求せず、
代わりに既存の開錠装置により提供されることを意味する。ここでは、施錠機能は機械的
／電気的に中断される。最初の例では、開錠駆動部が機械的作動を生じ、施錠機能を確実
に中断する。後の例では、電気的開錠動作部「ＥＯ」が施錠機能を確実に中断する。
【００１２】
　このようにして、全体的な複雑さが縮小され、駆動部間のシナジー効果が施錠機能の緊
急中断のときに発揮される。これは製造コストを減らし機能の信頼性を高めるものである
。
【００１３】
　これを実現するために、開錠駆動部が開錠伝達レバーを介して施錠爪部を開放し施錠機
能を中断する。一般的には施錠爪部はロック機構の回転ラッチと係合している。ロック機
構が所定の施錠位置、例えば中間ロック位置になると施錠駆動部が作動し、施錠爪部を介
して回転ラッチがその施錠位置から主要ロック位置まで動かされる。
【００１４】
　この方法では、快適な施錠操作が提供されるだけでなく、全体的な信頼性も増加される
。すなわち、本発明は自動車のドアが自動車用ドアロックと相互作用し、いかなる場合に
もその主要ロック位置に動かされ、またアクシデントが生じた場合には自動車のドア内の
全ての安全装置が予定通りに実行されるからである。
【００１５】
　上述の施錠装置又は施錠機能を中断するために、例えば、引っ掛かったコート、指、腕
等の事例における緊急中断において、開錠駆動部は開錠装置に配置された開錠伝達レバー
を介して、施錠爪部が確実に開放される。開放された施錠爪部はこの時点では（もはや）
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回転ラッチに作用することができないか、施錠することができない状態になる。回転ラッ
チは施錠爪部から開放され、バネの補助を伴い開錠位置に旋回される。そして、それまで
に係合された締め付けボルトが解放される。また関連する自動車のドアも開放される。
【００１６】
　これを達成するために、その構成は排出レバー（ejector lever）を含んでいる。排出
レバーは開錠伝達レバーにより作動され、施錠爪部を排出する。このために、排出レバー
が開錠伝達レバーと駆動爪部との間に配置される。排出レバーが開錠伝達レバーにより旋
回されると、施錠爪部が回転ラッチから確実にリフトオフされる。
【００１７】
　ここで、本発明は排出レバーが施錠爪部と同軸に設置されるものである。排出レバー及
び施錠爪部が施錠伝達レバー上に設置されることは両者にとって好適である。また、施錠
伝達レバーは施錠駆動部に連結される。そして、施錠駆動部が作動すると、施錠伝達レバ
ーが旋回する。
【００１８】
　結果として、施錠爪部が旋回し、上述したように、回転ラッチが確実に施錠される。施
錠伝達レバーは回転ラッチと同軸に設置されるものであり、結果として全体的に小型な配
置となる。
【００１９】
　開錠伝達レバーは、駆動アーム及び作動アームを有する少なくとも２つのアームを含む
ものである。駆動アームは開錠駆動部と相互作用するものである。一方、作動アームは施
錠爪部の作動を提供するものである。この目的のために、作動アームは通常は前記排出レ
バーに作用することで施錠爪部に作用するか、施錠爪部に直接作用する。
【００２０】
　多くの場合において、電気的及び機械的な開錠装置が提供される。ここで、開錠伝達レ
バーは電気的開錠装置の駆動輪と相互作用する。このために、駆動輪は多くの場合、開錠
伝達レバーを作動するカムを有している。
【００２１】
　電気的開錠駆動部の回転又は前記電気的開錠駆動部により作動される駆動輪の回転は、
この時点でカムにより開錠伝達レバーの旋回動作に変換される。開錠伝達レバーが駆動ア
ーム上で旋回されると、作動アームは排出レバーを確実に作動させる。続いて、排出レバ
ーが作動し、回転ラッチにそれまでに係合された施錠爪部が当該ラッチから確実にリフト
オフされる。
【００２２】
　上述の電気的開錠駆動部に加えて、機械的開錠駆動部が開錠伝達レバーに提供される。
この機械的開錠駆動部は開錠伝達レバーの連結アームに係合される。多くの場合、開錠伝
達レバー又はその連結アームを機械的開錠駆動部に接続する連結要素が提供される。機械
的開錠駆動部はレバーや隠されたハンドル等として設計される。また内部及び／又は外部
ドアハンドルとの機械的接続が可能である。
【００２３】
　任意の場合において、レバーの作動、各ドアハンドルの作動又は機械的開錠駆動の作動
は開錠伝達レバーが再度旋回されることを確実に行い、そのような方法で開錠伝達レバー
が、作動アームを有する回転ラッチから施錠爪部を確実に外す。これを実現するために、
作動アームが排出レバーに作用し、続いて施錠爪部を排出する。
【００２４】
　これらの異なる機能的状態を提供するために、回転伝達レバーが作動要素を効果的に有
している。この作動要素は開錠機能において、爪部がロック機構の回転ラッチからリフト
オフされることを確実に行う。これは、いわゆる電気的開錠「ＥＯ」の間の、及び機械的
開錠プロセスの間の通常の機能である。開錠伝達レバーが機械的／電気的に旋回される（
そして施錠機能が休止する）と、作動要素は爪部を回転ラッチから確実にリフトオフする
。この結果、回転ラッチはバネの補助を伴って開錠位置に移動することができ、それまで
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に係合された締め付けボルトを開放する。そして、締め付けボルトを収納している自動車
のドアが開かれる。
【００２５】
　発明の一部として、前記作動要素も施錠機能を中断するように設計される。このために
、作動要素は施錠爪部及び／又は施錠爪部上の排出レバーと相互作用し、施錠機能を中断
する。
【００２６】
　この目的のために、作動要素は作動ジャーナルとして通常設計される。施錠機能を中断
中、この作動ジャーナルは排出レバーに作用する。このような方法で、施錠爪部は回転ラ
ッチから外される。同時に、作動要素又は作動ジャーナルが当該爪部を回転ラッチから確
実にリフトオフする。
【００２７】
　爪部が回転ラッチから同時にリフトオフされるので、施錠機能の中断は作動要素又は作
動ジャーナルにおける、この二重機能性により機能的に連結される。すなわち、施錠爪部
の補助で施錠動作している間、施錠された回転ラッチが施錠爪部から機械的に解除される
だけでなく、この処理の間、バネで補助された回転ラッチの開錠操作も妨げられる。これ
は作動要素又は作動ジャーナルが同時に「電気開錠」の一部として当該爪部を回転ラッチ
から確実にリフトオフするからである。
【００２８】
　結果として、施錠機能が中断している間、回転ラッチはバネにより初期施錠位置から開
錠位置に自由に旋回され、それまでに係合された自動車のドアが解放される。
【００２９】
　既に説明されたように、開錠駆動部は、例えば、乗客部内のドアハンドル等とともに追
加レバーを有し、機械的作動を行う。さらに、電気的スイッチ要素はしばしば乗客部内又
は乗客部近くに設けられ、上述の電気的開錠駆動部に作用する。同様に、この電気的スイ
ッチ要素は必要な場合には上述した施錠機能の緊急中断を提供する。同様のものがレバー
に適用される。レバー及び電気的スイッチ要素のそれぞれは互いに代替物として使用され
得る。
【００３０】
　結果として、自動車用ドアロックが提供され、施錠機能と同様に開錠機能も備えている
。典型的に、いわゆる「電気的開錠」が使用される。本発明は、施錠機能の緊急中断が要
求される場合、開錠駆動部を共同して使用する。この場合、開錠駆動部が施錠駆動部の機
械的な連結チェーンを中断するように意図される。すなわち、開錠駆動部は、回転ラッチ
と係合する施錠装置の施錠爪部を当該ラッチから確実にリフトオフする。
【００３１】
　この処理中、当該爪部は回転ラッチに関して通常、同時にリフトオフされるので、結果
として、回転ラッチはばねにより機械的に阻止されずに旋回し、前記係合された締め付け
ボルトを開放する。同様のことは自動車用ドアに相互作用するものに適用される。これら
は主な利点である。
【００３２】
　本発明の解決策は、回転ラッチと、１又は２の爪部から構成されるロック機構、若しく
は多数爪部のロック機構に同様に用いられるものであり、当該爪部には追加の固定爪部が
用いられる。
【００３３】
　以下、本発明は一の実施形態のみを示す図面を参照して詳細に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は施錠処理中の本発明の自動車用ドアロックを示す。
【図２】図２は施錠状態のロック機構を示す。
【図３】図３は施錠機能の中断（緊急中断）における図１の自動車用ドアロックを示す。
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【発明を実施するための形態】
【００３５】
　各図は回転ラッチ１及び爪部２からなるロック機構１，２に通常の方法で備えられた自
動車用ドアロックを示している。回転ラッチ１が図２に示された主要ロック位置すなわち
施錠位置にあると、爪部２が回転ラッチ１と係合して固定する。図示された例において、
厳密に言えば主要ロック位置又は先行する中間ロック位置において、一方の爪部２と他方
の回転ラッチ１との間では、ラッチされた接続は生じない。しかしながら、これらの用語
は以下の説明で使用される。通常、主要ロック位置は主要施錠位置又は施錠位置と同一視
される。これに対し中間ロック位置は初期施錠位置の一部である。
【００３６】
　回転ラッチ１が爪部２により固定されていないと、回転ラッチ１は反時計回りに軸３の
周りをバネの力により回り（明確には示されていないが）、開錠位置となる。この操作の
間、図２のみに示されているが、それまでに捕捉された締め付けボルト４が解放され、機
械的に（図示されていない）自動車のドアに通常の方法で接続される。この処理のいくつ
かが図３に示される。
【００３７】
　爪部２は回転自在に軸５に設置される。回転ラッチ１及び爪部２は自動車用ドアロック
の他の要素と同様に図示されたロックケース６に全て収納されて設置される。
【００３８】
　本発明において特に重要なことは、開閉装置７～１６が、少なくとも一つの駆動部７～
１１，１３，１４と、一つの伝達要素１２，１５と、一つの駆動爪部１６とを備えている
ことである。少なくとも一つの駆動部７～１１，１３，１４は駆動爪部１６に伝達要素１
２，１５の手段を介して作用する。この方法で、ロック機構１，２は開錠又は施錠される
。
【００３９】
　本発明によれば、機械的開錠装置１０，１１及び／又は電気的開錠装置７～９、さらに
機械的／電気的施錠装置１３，１４が提供される。機械的開錠装置１０，１１及び／又は
電気的開錠装置７～９は共通の開錠伝達レバー１２を含む。対照的に、施錠伝達レバー１
５が機械的／電気的施錠駆動部１３，１４に設けられる。ここで特に重要なことは、開錠
伝達レバー１２を含む開錠駆動部１～１１が、ロック機構１，２の開錠機能を提供するこ
ととは別に、施錠伝達レバー１５と連結する施錠駆動部１３，１４によって起動される施
錠機能を中断することである。
【００４０】
　これについてさらに説明するために、まず第一に開錠駆動部７～１１をより詳細に説明
する。開錠駆動部７～１１は実質的に電気的開錠駆動部７～９と、機械的開錠駆動部１０
，１１とからなる。電気的開錠駆動部７～９は電気的モータ７を有し、既知の方法により
ウォームギアをその駆動軸の補助具で回転し、当該ウォームギアは駆動輪８の周囲に作用
する。駆動輪８はロックケース６内で回転自在に軸１７の周りに設置される。
【００４１】
　駆動輪８はカム９を含むものである。カム９は図３に示される機能的位置の開始伝達レ
バー１２に作用する。開錠伝達レバー１２とともに、カム９も開錠機能を提供するもので
ある。要するに、電気的開錠駆動部７～９は開錠伝達レバー１２と連結して「電気的開錠
ＥＯ」を提供する。
【００４２】
　この目的のために、電気的モータ７の駆動輪８が作用して、図２に示された機能的位置
、ロック機構１，２の施錠位置から開始する駆動輪８が時計回りに軸１７の周りを回転す
る。この操作の間、カム９は操作伝達レバー１２又はその駆動アーム１２ａと相互作用す
る。
【００４３】
　開錠伝達レバー１２は実際に駆動アーム１２ａと、連結アーム１２ｂと、作動アーム１
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２ｃとを備えている。軸１７の周りの駆動輪８の時計回りの動作により少なくとも二腕開
錠伝達レバー１２の駆動アーム１２ａにカム９が作用するとすぐに、矢印により示される
ように、開錠伝達レバー１２がその軸５の周りに反時計回り方向に旋回する。開錠伝達レ
バー１２は爪部２の共通軸５と同軸に配置される。
【００４４】
　図３に矢印で示される、開錠伝達レバー１２の軸５の周りの反時計回りの動作は、図２
に示される、施錠位置の爪部２を回転ラッチ１からリフトオフさせる。これを実現するた
めに、以下に詳述される作動要素２１が爪部２に相互作用し、それを回転ラッチ１からリ
フトオフする。結果として、回転ラッチ１はバネの補助とともに開錠位置になることがで
き、それまでに保持された締め付けボルト４を開放し、また自動車のドアを開放する。こ
の処理は開錠機能又は既に記述された「電気的開錠ＥＯ」に相当する。
【００４５】
　施錠機能は施錠駆動部１３，１４の補助具により提供される。この目的のために、単に
概略的に示されているが、電気モータ１３が伝達要素１４に作用し、それは例の場合にお
いてはボーデンケーブル又は他の伝達要素１４である。この処理の間、ボーデンケーブル
１４は実際に、施錠伝達レバー１５が軸３の周囲を図１の矢印で示された時計回りの方向
に旋回するように作用される。
【００４６】
　図１は施錠操作中の自動車用ドアロックを示している。施錠爪部１６は排出レバー１８
と同軸に設置され、また施錠伝達レバー１５上の排出レバー１８とともに共通軸１９に設
置されるので、この処理は、図１から図２に移行する間、図２に示された主要ロック位置
又は施錠位置に回転ラッチ１を動かすことになる。
【００４７】
　回転ラッチ１が図１に示された初期又は中間ロック位置になると、施錠爪部１６が回転
ラッチ１上のジャーナル２０の周りに延長する。そして、この初期ロック位置から、時計
回り方向に矢印で示されるように、施錠伝達レバー１５が軸３の周りを旋回し、施錠爪部
１６がこの旋回動作に従う。結果として、回転ラッチ１も共通軸３の周りを時計回り方向
に旋回する。これは図１の矢印により示される。この方法で、回転ラッチ１が図１に示さ
れた初期ロック位置から図２に示された主要ロック位置又は施錠位置に動くことになる。
【００４８】
　図１の機能的位置から図２の機能的位置への移行中の上記施錠処理が中断される。これ
は、例えば必要に応じて、緩やかに施錠された自動車のドアと自動車本体との間に腕、指
又はコート等が詰まった場合である。一般的に、これは緊急中断と呼ばれる。
【００４９】
　この緊急中断を実行するために、開錠駆動部７～１１は施錠爪部１６が確実に排出され
る。これは施錠駆動部１３，１４から、施錠伝達レバー１５、施錠爪部１６及び回転ラッ
チ１までの機械的連結が開錠駆動部７～１１の補助により中断されることを意味する。
【００５０】
　このために、開錠伝達レバー１２は前述の作動要素２１を含んでいる。作動要素２１は
（記述されるように）、開錠機能している間、爪部２がロック機構１，２の回転ラッチ１
からリフトオフされることを確実にする。さらに、作動要素２１が、以下に詳細に説明さ
れるように、施錠機能を中断するように設計される。作動要素２１は施錠爪部１６と直接
に、又は上流の排出レバー１８を介して施錠爪部１６と実質的に相互作用し、本実施形態
に示されるように施錠機能を中断する
　作動要素２１は開錠伝達レバー１２と比較して垂直に延長する作動ジャーナルとして設
計される。施錠機能を中断するために、伝達レバー１２の作動アーム１２ｃに設けられた
作動ジャーナル２１は排出レバー１８に作用し、施錠爪部１６が回転ラッチ１との係合か
ら解除される。同時に、作動ジャーナル２１は爪部２が回転ラッチ１からリフトオフされ
ることを確実にする。この処理を開始するために、乗客部内にレバーが設けられ、図示さ
れていないが、機械的開錠駆動部１０，１１として作用し、それはカプリング要素１１を
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開錠駆動部７～９の補助により作用されてもよい。
【００５１】
　システムは以下のように機能する。ロック機構１，２が施錠されると、施錠伝達レバー
１５は施錠爪部１６が確実にこの処理に従うようにする。実際、施錠爪部１６が時計回り
方向の全ての旋回でジャーナル２１に隣接し、施錠伝達レバー１５、前記レバーに設置さ
れた施錠爪部１６及び回転ラッチ１が回転する。これは排出レバー１８にも当てはまる。
この処理は図１に示される。
【００５２】
　施錠処理を中断するために、開錠伝達レバー１２が全体として、図３に示されるように
反時計回り方向に軸５の周りの旋回動作を実行しなければならない。これは、電気モータ
７により操作されるカム９の補助により実行される。または、機械的操作駆動部１０，１
１が結果的にカプリング要素１１を介して開錠伝達レバー１２の連結アーム１２ｂに作用
することにより実行される。いずれにせよ、機械的／電気的開錠駆動部７～１１による施
錠処理の中断は、開錠伝達レバー１２が上述の反時計周りに軸５の周りを旋回する動作に
相当する。
【００５３】
　結果として、作動ジャーナル２１は排出レバー１８に作用し、施錠爪部１６と共通の軸
１９の周りに時計回りに旋回する。この処理の間、排出レバー１８は施錠爪部１６のジャ
ーナル２２に作用し、施錠爪部１６は全体が回転ラッチ１のジャーナル２０からリフトオ
フされる。そして、回転ラッチ１が解放される（軸３の周りの回転ラッチ１の反時計周り
の関連する動作を示すものである、図３に示される矢印を参照）。本発明によれば、施錠
処理の間、バネの力を受けて、排出レバーは作動ジャーナル２１に支持される。
【００５４】
　上述の処理の間、作動ジャーナル２１は、爪部２が回転ラッチ１に指示されること、ま
たは回転ラッチ１に係合された爪部２が回転ラッチ１からリフトオフされることを確実に
する。このために、作動ジャーナル２１の端部が爪部２に作用し、爪部２が軸５の周りを
反時計回りに確実に旋回する。結果として、爪部２は回転ラッチ１からリフトオフされる
。
【００５５】
　上述の各処理は実質的に同時に生じ、回転ラッチ１がバネの力によって軸３を反時計回
りに旋回することで開錠される。この結果、それまでに捕捉された締め付けボルト４が解
放される。明示されていないが、同様のことが締め付けボルト４に機械的に連結される自
動車ドアにも当てはまる。
【００５６】
　これは、機械的／電気的開錠駆動部７～１１による施錠補助の中断により、爪部２が回
転ラッチ１からリフトオフすることを意味する。結果として、回転ラッチ１が、締め付け
ボルト４を開放するために、衝突せずに上方にバネの力を介して旋回可能となる。これが
開錠駆動部７～１１の補助による施錠機能の直接的で確実な緊急中断を生じさせる。
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